








研究の目的 

 乳幼児健診は、3歳児健診のほか乳児期 2回の医療機関委託、1歳 6か月健診と少なくと

も 4回の実施の予算措置がとられているが、その実施状況の実態はなお地域差があり、そ

の充実が望まれている。近い将来母子保健法の改正、或はすべての対人保健サービスの市

町村移管があるとすれば、その前に小児保健上ぜひ必要な乳幼児健診の時期、内容等を確

認し、必ず取り込むよう母子保健システムとしての確立をしておかなければならない。 

 このため本研究では、乳幼児健診として必要な時期、回数、内容等を検討し、それぞれ

の基準を示すことを目的として研究を実施した。なお本年は、昭和 62 年度より 1歳 6か月

児健診の精密健診のための予算が得られるとの見通しが持てるに至ったので、とくに 1歳

6か月健診についての検討を優先して行うこととした。 


